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（２）年次有給休暇の取得（27年中）
職員１人当たりの平均取得日数 取得率

12.1日 31.7％

　「昭島市人事行政の運営等の状況の公表に
関する条例」に基づき、市職員の任免（採用、
退職）、給与、勤務条件などの概要をお知ら
せします。〈４～６ページ〉
☆詳しくは、職員課へ。

（８）特別職の給料・報酬
 （28年４月１日現在）
区　　分 月　　額

市 長 給料 100万円
副 市 長
（総括担当）給料 88万円
副 市 長
（特命担当）給料 75万円

教 育 長 給料 81万円
議 長 報酬 61万円
副 議 長 報酬 55万円
常任委員長 報酬 54万円
議会運営委員長 報酬 54万円
議 員 報酬 53万円

（７）職員の手当
▼期末・勤勉手当、退職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当 （28年４月１日現在）

区　　　分 昭　　島　　市 東　　京　　都 国
期
末
・
勤
勉
手
当

支給割合
（単位：月分）

期 末 手 当 勤 勉 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当
６月期 1.225（0.65） 0.85（0.4） 1.225（0.65） 0.85（0.4） 1.225（0.65） 0.8（0.375）
12月期 1.375（0.80） 0.85（0.4） 1.375（0.80） 0.85（0.4） 1.375（0.80） 0.8（0.375）
計 4.30（2.25） 4.30（2.25） 4.20（2.20）

職制上の段階、職務の
級などによる加算措置 役職加算　3～20％ 役職加算 　3～20％

管理職加算15～25％
役職加算 　5～20％
管理職加算10～25％

退
職
手
当

支 給 率（単位：月分） 支 給 率（単位：月分） 支 給 率（単位：月分）
普　通 定年など 普　通 定年など 普　通 定年など

勤 続 20 年 23.50 23.50 23.50 23.50 20.445 25.55625
勤 続 25 年 31.50 31.50 31.50 31.50 29.145 34.5825
勤 続 35 年 45.00 45.00 45.00 45.00 41.325 49.59
最 高 限 度 45.00 45.00 45.00 45.00 49.59 49.59
定年前早期退職特例措置 2～20％加算 2～20％加算 2～45％加算

扶
養
手
当

配 偶 者 1万3500円 1万3500円 1万3000円
そ の 他  6000円 6000円 6500円
16～22歳の子がいる場 
合の加算 4000円 4000円 5000円

住　居　手　当
35歳未満で、家賃を月額１万
5000円以上支払っている世帯主
等（管理職を除く） 1万5000円

35歳未満で、家賃を月額１万
5000円以上支払っている世帯主
等（管理職を除く） 1万5000円

賃貸住宅支給限度額
 2万7000円

通勤手当
交通機関利用者 原則６か月定期券額を支給 原則６か月定期券額を支給 原則６か月定期券額を支給
交通用具（自転
車など）使用者

通勤距離に応じて１か月ごと
に支給

通勤距離に応じて原則６か月
分を一括支給

通勤距離に応じて１か月ご
とに支給

※ 期末・勤勉手当の（　）内は、再任用職員（定年などで退職し、知識や経験の活用を目的に再任用された職員）への支給割合です。
※住居手当欄の年齢は、29年３月31日現在のものです。
▼地域手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当（27年度普通会計決算）

地域手当 支 給 率 給料、扶養手当、管理職手当の合計の14％
特 殊
勤務手当

手当の種類 感染症防疫作業従事手当、行旅病人及び行旅死亡人取扱従事手当、災害出動時手当平均支給年額 53万1285円
時 間 外
勤務手当

支 給 総 額 1億1855万3000円 支 給 総 額 0円
平均支給年額 18万7881円 平均支給年額 0円

（９）定員 （28年４月１日現在）
区　分　

　部　門
職員数 増減数 主な増減理由28年 27年

普通会計 
部 門

一般
行政
部門

議 会 9 8 1 渉外・調整担当係長の配置による増
総 務 147 149 △2 国勢調査終了に伴う事務の見直しなどによる減
税 務 46 47 △1 過員配置の解消による減
民 生 106 103 3 障害者支援担当係長の設置などによる増
衛 生 51 51 0
農 水 3 3 0
商 工 4 4 0
土 木 59 60 △1 欠員
計 425 425 0

教育部門 135 144 △9 小学校の統合などによる減
小 計 Ａ 560 569 △9

公営企業
な ど の 
会計部門

水　　 道 22 24 △2 事務の見直しなどによる減
下 水 道 9 10 △1 欠員
そ の 他 41 40 1 介護予防包括支援担当係長の配置による増
小 計 Ｂ 72 74 △2

合　計　Ａ+Ｂ
（ ）内は条例定数の合計

632
（991）

643
（991）

△11
（0）

※ 特別職を除きます。

（３）職員の初任給（給料のみの額／28年４月１日現在）
区　分 昭島市 東京都 国
一
般
行
政
職

大学卒 18万1200円 18万1200円 総合職 18万1200円
一般職 17万6700円

高校卒 14万4600円 14万4600円 14万4600円

（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額
（給料のみの額／28年４月１日現在）

区　　分 経　験　年　数
10年 15年 20年

一般行政職 大学卒 25万1200円 31万6480円 該当者なし
高校卒 該当者なし 26万4867円 該当者なし

技能労務職 高校卒 該当者なし 該当者なし 該当者なし

（６）等級及び職制上の段階ごとの職員数
（28年４月１日現在）

▼一般行政職など
等級 基準となる職務 職員数（人） 構成比
１級 主事の職務 186 33.1％
２級 主任の職務 173 30.7％
３級 係長、担当係長の職務 137 24.3％
４級 課長、担当課長の職務 53 9.4％
５級 部長、担当部長の職務 14 2.5％

▼技能労務職
等級 基準となる職務 職員数（人） 構成比
１級 主事の職務 0
２級 主任の職務 35 50.7％
３級 技能長の職務 34 49.3％

（１）職員の勤務時間、休憩時間 （28年４月１日現在）
一週間の正規の勤務時間 38時間45分
開 始 時 刻 午前８時30分
終 了 時 刻 午後５時15分
休 憩 時 間（ 無 給 ） 正午から１時間
※ 職場により、上記勤務体制と異なる場合がありますが、
勤務時間は原則週38時間45分で割り振りをしています。

職員の勤務時間、その他の勤務条件

（１）任免（平成27年度）
▼職種別採用者数
区　分 男 女 計 

一 般 事 務 15 4 19
一 般 技 術 5 1 6
合　　 計 20 5 25

▼職層・職種別退職者数
区　分 男 女 計 

部 長 級 5 0 5
課 長 級 5 0 5
係 長 級 7 2 9
一 般 事 務 4 3 7
一 般 技 術 3 0 3
栄 養 士 0 1 1
一 般 業 務 9 0 9
合 計 33 6 39

職員の採用、退職、職員数

職員の人事評価
職員の人事評価を実施しました（評価期間：27年１月１日～12月31日）。

人件費、職員の給与
職員の給与などは、市議会の議決によって定められる条例や、規則などで決められています。

〈市職員の任免、給与、勤務条件などの状況〉

市職員の任免、
給与、勤務条件
などの状況

（１）人件費（27年度普通会計決算）
住民基本台帳人口
（28年１月１日現在） 11万2897人
歳出額Ａ 419億965万7000円
実質収支（普通会計決算での歳入と歳出
の実質的な差額＝黒字額） 9億9372万5000円
人件費Ｂ 61億1618万5000円
人件費率Ｂ／Ａ 14.6%
【参考】26年度の人件費率 13.8%
※特別会計と企業会計に従事する職員を除きます。 
※ 人件費には、一般職の給与、市長や議員などの特別職の
給料・報酬・手当のほか、共済費（社会保険料の事業主負 
担分）などを含みます。
※ 普通会計とは、各地方公共団体で異なる会計を、相互
比較などが可能となるよう国の基準により整理したも
のです。

（２）職員給与費（27年度普通会計決算）
職員数（27年４月１日現在）Ａ 569人
給与費 給料（基本給） 22億6790万8000円

職員手当 6億2305万1000円
期末・勤勉手当（ボーナス） 9億9544万1000円
合計Ｂ 38億8640万円

平均給与費Ｂ／Ａ 683万円
※ 特別会計と企業会計に従事する職員、特別職を除きます。
※  職員手当は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、
管理職手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当の合計です 
（退職手当を含まず）。

（４）職員の平均年齢、平均給料月額、平均給与月額
 （28年４月１日現在）

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

昭島市 一般行政職 43.5歳 32万4900円 41万9300円
技能労務職 54.6歳 34万4300円 42万1800円

東京都 一般行政職 41.6歳 31万6682円 45万2041円
技能労務職 48.8歳 29万2729円 39万5396円

※ 平均給与月額は、給料に職員手当を加えた平均月額で
す（期末・勤勉手当を含まず）。

（２）職層・職種別職員数
 （平成28年４月１日現在）
区　分 男 女 計 

部 長 級 11 3 14
課 長 級 48 5 53
係 長 級 100 37 137
一 般 事 務 155 107 262
一 般 技 術 36 3 39
保 育 士 0 36 36
栄 養 士 0 9 9
保 健 師 0 11 11
看 護 師 0 2 2
介護福祉士 0 4 4
一 般 業 務 65 4 69
合　　 計 415 221 636
※特別職を除きます。
※派遣職員を含みます。
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職員の研修（27年度）
▼庁内研修
区　　分 回数 人数

職 層 別 研 修 6 100
実 務 研 修 3 46
特 別 研 修 5 141
そ の 他 10 576
合 計 24 863

▼派遣研修（市町村職員研修所）
区　　分 回数 人数

必 修 研 修 42 130
実 務 研 修 9 18
能力開発研修 4 4
法 務 研 修 2 2
情報処理研修 5 8
そ の 他 21 52
合 計 83 214

▼派遣研修（市町村職員研修所以外）
区　　分 回数 人数

自 治 大 学 校 4 4
市町村アカデミー 3 3
東京都各局主催研修 9 15
全 国 建 設 研 修 セ
ン タ ー 主 催 研 修 2 2

市 町 村 共 済 組 合 11 30
そ の 他 13 18
合 計 42 72

職員の福祉、利益の保護（27年度）

（２）健康診断実施状況
種　　類 受診者数

定期健康診断 556
ＶＤＴ健康診断 189
胃 検 診 46

（３）公務災害などの認定件数
　公務上・通勤途中の災害によ
り負傷などした場合には、地方
公務員災害補償基金から一定の
補償が行われます。
　27年度の公務災害などは３件
でした。

（１）福利厚生制度
　職員の福利厚生制度として、地方公務員法に基づき、
昭島市職員福利厚生会を設置し、文化的事業、体育的事
業、会員家族事業など職員の保健、元気回復その他厚生
に関する事業を行っています。事業は、職員の会費及び
市からの交付金（公費）などで運営されています。

▼職員福利厚生会への交付金

総額 職員１人当たりの年額 公費率
交付額　Ａ 会費　Ｂ Ａ／（Ａ＋Ｂ） 

607万2300円 8650円 1万4040円 38.1％
※ 交付対象人数は702人です（再任用職員分、水道事業会
計職員分を含む）。

　職員が、一定の事由により職務をじゅうぶんに果たせない場合などに分限処分を、法令
違反などの一定の義務違反をした場合に懲戒処分を行います。

区分 分限処分 懲戒処分
免職 休職（病気） 降任 降給 免職 停職 減給 戒告

件数 0件 50件 0件 0件 0件 0件 0件 0件

種　　類 許可件数
営利企業等の従事制限 1
※ 地方公務員法により営利企業などの従事制限が課せられ
ていますが、他団体の選挙における投票管理者への従事
を許可しました。

種　　類 男 女 計
育児休業（取得期間中は無給） 2 18 20
部分休業（取得時間分を減額） 2 17 19

（４）公平委員会の業務の状況
　職員は、勤務条件に関する要求や、不利
益処分を受けた場合の不服申し立てを公平
委員会に対して行うことができます。

項　　目 件数
勤務条件に関する措置の要求 0
不利益処分についての不服申し立て 0
人 事 管 理 に 関 す る 苦 情 処 理 0

（３）特別休暇など
種　　類 付与日数・期間など

公民権の行使 必要な時間
育 児 時 間 １日90分以内
生 理 休 暇 必要と認められる日
産 前 及 び 
産 後 の 休 養

出産の前後を通じて16週間以内
（多胎妊娠の場合は23週間以内）

妊娠中の女性職
員の保健指導
及び健康診査

妊娠23週まで＝４週間に１回
妊娠24～35週＝２週間に１回
妊娠36週～出産＝１週間に１回

 （28年４月１日現在）
種　　類 付与日数・期間など

忌 引 区分により１～10日
結 婚 休 暇 ６日以内
出産介護休暇 ２日以内
家族介護休暇 １～６か月（無給）
夏 期 休 暇 ７月１日～９月30日に５日以内
骨髄提供休暇 必要と認められる期間
子の看護休暇 ５日以内（子が２人以上の場合は10日以内）
短期の介護休暇 ５日以内（要介護者が２人以上の場合は10日以内）

職員の分限・懲戒処分（27年度）

職員の服務（27年度） 職員の退職管理

職員の休業（27年度）

〈市職員の任免、給与、勤務条件などの状況〉

▼27年度末に退職した職員（課長職以上）の再就職数
 （28年４月１日現在）

区　　分 人　　数
営利企業以外の法人その他の団体 1
営利企業 0


